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議案第１９号関係資料 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の新旧対照表 

旧 新 

【第１条関係】（御殿場市職員の給与に関する条例の一部改正） 【第１条関係】（御殿場市職員の給与に関する条例の一部改正） 

  

（給料） （給料） 

第２条 給料は、御殿場市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年御殿場市条例

第２８号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以

下単に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域

手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手

当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当並びに期末手当、勤勉手当、休日勤

務手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態

派遣手当を含む。）を除いたものとする。 

第２条 給料は、御殿場市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年御殿場市条例

第２８号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以

下単に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域

手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手

当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当並びに期末手当、勤勉手当、休日勤

務手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策

派遣手当を含む。）を除いたものとする。 

２    【略】 ２     

  

（災害派遣手当） （災害派遣手当） 

第１５条の４ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条

第１項（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第４４条において準用する場合を含む。）又は大規模災害からの復興に関す

る法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員で、住所又は居所を

離れて市の区域に滞在することを要するものに支給する。 

第１５条の４ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条

第１項（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第２６条の８において準用する場合を含む。））は大規模災害からの復興に

関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員で、住所又は居

所を離れて市の区域に滞在することを要するものに支給する。 

２及び３ 【略】 ２及び３  

  

【第２条関係】（御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 【第２条関係】（御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

  

（会計年度任用職員の給与） （会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フ

ルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。

第２条 前条の給与とは、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フ

ルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。
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以下同じ。）をいい、同項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」

という。）にあっては、報酬及び期末手当をいう。 

以下同じ。）をいい、同項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」

という。）にあっては、報酬及び期末手当をいう。 

  

【第３条関係】（御殿場市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 【第３条関係】（御殿場市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

  

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 【略】 第２条  

２   【略】 ２    

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

員特別勤務手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当を含む。）、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

員特別勤務手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ

等対策派遣手当を含む。）、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

  

（災害派遣手当） （災害派遣手当） 

第１１条の３ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条

第１項（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第４４条において準用する場合を含む。）又は大規模災害からの復興に関す

る法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員で、住所又は居所を

離れて市の区域に滞在することを要するものに支給する。 

第１１条の３ 災害派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３２条

第１項（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第２６条の８において準用する場合を含む。）又は大規模災害からの復興に

関する法律（平成２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員で、住所又は居

所を離れて市の区域に滞在することを要するものに支給する。 

  

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

議案第２０号関係資料 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の新旧対照表 

旧 新 

【第１条関係】（御殿場市監査委員に関する条例の一部改正） 【第１条関係】（御殿場市監査委員に関する条例の一部改正） 

  

（請求又は要求による監査） （請求又は要求による監査） 

第６条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１９９条第６項、第２３５条の２第２項

及び第２４２条第１項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は第１２５条若し

くは第２４３条の２の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又

は要求があった日から７日以内にこれに着手するように努めなければならない。 

第６条 法第７５条第１項、第９８条第２項、第１９９条第６項、第２３５条の２第２項

及び第２４２条第１項の規定による請求若しくは要求に基づく監査又は第１２５条若し

くは第２４３条の２の８の規定による請求に基づく監査をしようとするときは、当該請

求又は要求があった日から７日以内にこれに着手するように努めなければならない。 

  

【第２条関係】（昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例の一部改正） 

【第２条関係】（昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例の一部改正） 

  

（職員の賠償責任に基づく債務の免除） （職員の賠償責任に基づく債務の免除） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２（地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第３４条において準用する場合を含む。）の規定による職員の

賠償責任に基づく債務で昭和６４年１月７日前における事由によるものは、将来に向か

って免除する。 

第３条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第３４条において準用する場合を含む。）の規定による職員

の賠償責任に基づく債務で昭和６４年１月７日前における事由によるものは、将来に向

かって免除する。 

  

【第３条関係】（御殿場市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 【第３条関係】（御殿場市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

  

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条

の２の２第８項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につい

て議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１５万円以上

である場合とする。 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条

の２の８第８項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につい

て議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１５万円以上

である場合とする。 

  

【第４条関係】（御殿場市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 【第４条関係】（御殿場市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

  

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 
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第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条

の２の２第８項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１５万円以

上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条

の２の８第８項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除につ

いて議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が１５万円以

上である場合とする。 

  

 附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２１号関係資料 

御殿場市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

  

（会計年度任用職員の給与） （会計年度任用職員の給与） 

第２条 前条の給与とは、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手当、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手 

当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当を含む。以下同じ。）をいい、同項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計

年度任用職員」という。）にあっては、報酬及び期末手当をいう。 

第２条 前条の給与とは、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下

「フルタイム会計年度任用職員」という。）にあっては、給料、地域手当、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手

当、勤勉手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当を含む。以下同じ。）をいい、同項第１号に掲げる職員（以下「パート

タイム会計年度任用職員」という。）にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をい

う。 

  

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第７条の２  【略】 第７条の２  

２      【略】 ２  

３ フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の   

１２０を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の給

与条例第１８条第２項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

３ フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の   

１２２．５を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間

の給与条例第１８条第２項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

４      【略】 

５ 前項の規定にかかわらず、規則で定めるフルタイム会計年度任用職員については、同

項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で

定める割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６      【略】 

４      【略】 

５ 前項の規定にかかわらず、規則で定めるフルタイム会計年度任用職員については、同

項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で

定める割合を乗じて得た額を加算した額を第３項の期末手当基礎額とする。 

６      【略】 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限等） （フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限等） 

第７条の３  【略】 第７条の３ 

 

 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第７条の４ フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第１９条第１項に規定

するそれぞれの基準日（以下この条において「基準日」という。）に在職するフルタイ

ム会計年度任用職員に対して、同項に規定するそれぞれの支給日に支給する。これらの
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基準日前１か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員（規則で定め

るフルタイム会計年度任用職員を除く。）についても同様とする。 

２ 第７条の２第２項の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。 

３ フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に市長の定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤

勉手当の額の総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の

１０２．５を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

４ 前項の勤勉手当基礎額は、基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 第７条の２第５項の規定は、第３項の勤勉手当基礎額に準用する。この場合において、

「前項」とあるのは「第７条の４第４項」と読み替えるものとする。 

６ 給与条例第１９条第５項の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用

する。 

  

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２０条 【略】 第２０条 

 （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２０条の２ 第７条の４（第２項を除く。）の規定は、パートタイム会計年度任用職員

の勤勉手当について準用する。この場合において、第７条の４第４項中「においてフル

タイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額」とあるのは「におけるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の区分に応じて

規則で定める額」と、第７条の４第５項の規定により読み替えて準用する第７の２第５

項中「同項に規定する合計額」とあるのは「同項に規定する額」と、「給料の月額及び

これに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「当該額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に準用する。 

  

別表第１（第３条関係）         ※ 全部改正のため、  下線を省略する。 別表第１（第３条関係）         ※ 全部改正のため、  下線を省略する。 

給料表                              （単位：円） 給料表                              （単位：円） 

職務の級 １級 ２級 ３級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

職務の級 １級 ２級 ３級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 
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1 150,100 198,500 234,400 

2 151,200 200,300 236,000 

3 152,400 202,100 237,500 

4 153,500 203,900 239,000 

5 154,600 205,400 240,300 

6 155,700 207,200 241,900 

7 156,800 209,000 243,400 

8 157,900 210,800 244,900 

9 158,900 212,400 246,000 

10 160,300 214,200 247,500 

11 161,600 216,000 249,000 

12 162,900 217,800 250,300 

13 164,100 219,200 251,800 

14 165,600 221,000 253,000 

15 167,100 222,700 254,300 

16 168,700 224,500 255,500 

17 169,800 226,100 256,800 

18 171,200 227,800 258,200 

19 172,600 229,400 259,600 

20 174,000 230,900 261,100 

21 175,300 232,200 262,700 

22 177,800 233,800 264,400 

23 180,300 235,400 266,000 

24 182,800 236,900 267,600 

25 185,200 237,900 269,400 

26 186,900 239,400 271,200 

27 188,500 240,700 272,900 

28 190,200 241,900 274,600 

29 191,700 243,100 276,200 

30 193,400 244,100 277,900 

1 162,100 208,000 240,900 

2 163,200 209,700 242,400 

3 164,400 211,400 243,800 

4 165,500 212,900 245,200 

5 166,600 214,400 246,400 

6 167,700 216,200 248,000 

7 168,800 217,900 249,500 

8 169,900 219,600 250,900 

9 170,900 221,100 252,000 

10 172,300 222,600 253,400 

11 173,600 224,100 254,900 

12 174,900 225,600 256,200 

13 176,100 226,800 257,500 

14 177,600 228,200 258,700 

15 179,100 229,600 259,900 

16 180,700 231,000 261,100 

17 181,800 232,400 262,300 

18 183,200 234,000 263,600 

19 184,600 235,500 264,900 

20 186,000 236,900 266,200 

21 187,300 238,100 267,600 

22 189,600 239,700 269,100 

23 191,800 241,200 270,700 

24 194,000 242,600 272,200 

25 196,200 243,600 273,800 

26 197,900 245,100 275,500 

27 199,400 246,400 277,100 

28 200,900 247,600 278,700 

29 202,400 248,700 280,300 

30 203,800 249,700 281,800 
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31 195,200 245,100 279,700 

32 196,900 246,100 281,200 

33 198,500   

34 199,900   

35 201,400   

36 202,900   

37 204,200   

38 205,500   

39 206,700   

40 208,000   

41 209,300   

42 210,600   

43 211,900   

44 213,200   

45 214,300   

46 216,000   

47 217,700   

48 219,300   

49 221,000   

50 222,700   

51 224,300   

52 225,900   

53 227,400   

54 229,100   

55 230,700   

56 232,300   

57 233,500   

58 235,000   

59 236,400   

60 237,700   

31 205,200 250,600 283,300 

32 206,600 251,500 284,800 

33 208,000   

34 209,300   

35 210,600   

36 211,900   

37 213,200   

38 214,400   

39 215,600   

40 216,700   

41 217,800   

42 218,900   

43 219,900   

44 220,900   

45 221,800   

46 222,700   

47 223,600   

48 224,500   

49 225,400   

50 226,300   

51 227,200   

52 228,800   

53 230,300   

54 232,000   

55 233,600   

56 235,200   

57 236,400   

58 237,900   

59 239,300   

60 240,600   
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61 239,000   

62 240,200   

63 241,200   

64 242,400   

65 242,900   

66 243,500   

67 244,100   

68 244,800   

69 245,000   

70 245,200   

71 245,400   

72 245,600   

73 245,800   

74 246,000   

75 246,200   

76 246,400   

77 246,600   

78 246,800   

79 247,000   

80 247,200   

81 247,400   

82 247,600   

83 247,800   

84 248,000   

85 248,200   

86 248,400   

87 248,600   

88 248,800   

89 249,000   

90 249,200   

61 241,900   

62 243,000   

63 243,900   

64 244,900   

65 245,400   

66 245,900   

67 246,400   

68 247,000   

69 247,500   

70 247,700   

71 247,900   

72 248,100   

73 248,300   

74 248,500   

75 248,700   

76 248,900   

77 249,100   

78 249,300   

79 249,500   

80 249,700   

81 249,900   

82 250,100   

83 250,200   

84 250,300   

85 250,400   

86 250,500   

87 250,600   

88 250,700   

89 250,800   

90 250,900   
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91 249,400   

92 249,600   

93 249,800   
 

91 251,000   

92 251,100   

93 251,200   
 

  

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２２号関係資料 

御殿場市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

  

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 【略】 

２ 給与条例第１９条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員（地

方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を除く。）のうち、基準日以前６箇

月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給

する。 

第７条 

２ 給与条例第１９条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に

係る勤勉手当を支給する。 

 

    附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２３号関係資料 

御殿場市特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第１号の規定による職 １ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第１号の規定による職 

職名 報酬額（円） 

【略】 【略】 

  

【略】 【略】 

農業委員会会長 月額 ３１，７００ 

農業委員会委員 月額 ２７，６００ 

【略】 【略】 

  

【略】 【略】 
 

職名 報酬額（円） 

  

  

  

【略】 月額 ４０，０００ 

【略】 月額 ３０，０００ 

  

  

  
 

 備考  備考 

  【略】  

２ 地方公務員法第３条第３項第２号の規定による職 ２ 地方公務員法第３条第３項第２号の規定による職 

職名 報酬額（円） 

【略】 【略】 

【略】 【略】 

農地利用最適化推進委員 月額 ２７，６００ 

【略】 【略】 

  

【略】 
 

職名 報酬額（円） 

  

  

【略】 月額 ３０，０００ 

  

  

 
 

３及び４ 【略】 ３及び４ 

  

    附 則 

  この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２４号関係資料 

御殿場市手数料条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

【第１条関係】 

 

別表（第２条関係） 

【第１条関係】 

 

別表（第２条関係） 

区分 手数料１件につき 件数区分等 

【略】 【略】 【略】 

   

【略】 【略】 【略】 

戸籍の謄本又は抄本の交付 

 

 

450円 １通につき１件とする。 

【略】 【略】 【略】 

除かれた戸籍の謄本又は抄本の交

付 

 

 

 

 

750円 １通につき１件とする。 

  

区分 手数料１件につき 件数区分等 

    

   

   

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証

明書の交付 

450円 １通につき１件とする。 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行（電子情報処理組織による方法（地

方公共団体の手数料の標準に関する

政令に規定する総務省令で定める金

額等を定める省令（平成１２年自治

省令第５号）に規定する方法に限る。

以下この表において同じ。）による

場合及び当該戸籍電子証明書が証明

する事項と同一の事項の戸籍の謄本

若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

を同時に行う場合を除く。） 

400円 １符号につき１件とする。 

   

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又

は除籍証明書の交付 

750円 １通につき１件とする。 

除籍電子証明書提供用識別符号の発

行（電子情報処理組織による方法に

よる場合及び当該除籍電子証明書が

証明する事項と同一の事項の除かれ 

700円 １符号につき１件とする。 
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【略】 【略】 【略】 

   

【略】 【略】 【略】 

 

【第２条関係】 

 

別表（第２条関係） 

区分 手数料１件につき 件数区分等 

【略】 【略】 【略】 

   

【
略
】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

低

炭

素

建

築

物

新

築

等

計

画

の

認

定

の

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  低 炭

素 建 築

物 新 築

等 計 画

に 係 る

技 術 的

(1) 一戸建ての住宅 37,000円 

 

 

 

 

 

１戸につき１件と

する。 

た戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍

証明書の交付を同時に行う場合を除

く。） 

   

   

   

  

【第２条関係】 

 

別表（第２条関係）  

区分 手数料１件につき 件数区分等 

【略】 【略】 【略】 

   

     

【
略
】 

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  その

他 の 場

合 

(1) 一戸建ての住宅 

 

 

都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５４条第１項第

１号の経済産業大

臣、国土交通大臣

及び環境大臣が定

１戸につき１件とす

る。 
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申

請 

審 査 適

合 証 を

添 付 し

な い 場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

 

 

 

 

37,000円 １申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

 

 

 

75,000円 同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

 

 

 

106,000円 同 

申請戸数が

１１戸以上の

150,000円 同 

める基準のうち市

長が別に定めるも

の（以下この項に

おいて単に「市長

が定める基準」と

いう。）による審

査 に あ っ て は

18,000円、その他

の基準による審査

にあっては37,000

円 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

37,000円 

１申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては35,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

75,000円 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては51,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

106,000円 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

市長が定める基準

による審査にあっ

同 
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もの 

 

 

 

(3) 共同住宅等の共用部分に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

118,000円 同 

(4) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（都市の低炭素化の促

進に関する法律第５４条第

１項第１号に規定する経済

産業大臣、国土交通大臣及び

環境大臣が定める基準に適

合するもののうち市長が定

めるもの（以下「低炭素市基

準」という。）による審査を

行う場合に限る。以下同じ。） 

246,000円 同 

(5) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（低炭素市基準による

審査を行う場合を除く。） 

94,000円 同 

(6) その他の建 ３００平方メ 246,000円 同 

もの ては75,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

150,000円 

(3) 共同住宅等

の共用部分に

係るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

118,000円 同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

149,000円 同 

(4) 共同住宅等

の住戸部分及

び共用部分以

外の部分に係

るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては94,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

246,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

 

 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては120,000円、

その他の基準によ

る審査にあっては

309,000円 

同 

(5) その他の建

築物 

 

 

 

 

 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては94,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

246,000円 

同 

床面積の合計 市長が定める基準 同 
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築物 対象床

面積につき右

に掲げる区分

に応じた金額 

ートル以内の

もの（低炭素

市基準による

審査を行う場

合に限る。） 

３００平方メ

ートル以内の

もの（低炭素

市基準による

審査を行う場

合を除く。） 

94,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（低炭

素市基準によ

る審査を行う

場合に限る。） 

309,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（低炭

素市基準によ

る審査を行う

場合を除く。） 

120,000円 同 

低

炭

素

建

築

物

新

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

が３００平方

メートルを超

えるもの 

による審査にあっ

ては120,000円、

その他の基準によ

る審査にあっては

309,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
略
】 

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 
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築

等

計

画

の

変

更

認

定

の

申

請 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  低 炭

素 建 築

物 新 築

等 計 画

に 係 る

技 術 的

審 査 適

合 証 を

添 付 し

な い 場

合 

(1) 一戸建ての住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000円 １戸につき１件と

する。 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

19,000円 

 

 

 

 

 

１申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

 

 

 

38,000円 

 

 

 

 

同 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  その

他 の 場

合 

(1) 一戸建ての住宅 都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５４条第１項第

１号の経済産業大

臣、国土交通大臣

及び環境大臣が定

める基準のうち市 

１戸につき１件とす

る。 

 長が別に定めるも

の（以下この項に

おいて単に「市長

が定める基準」と

いう。）による審

査 に あ っ て は

9,000円、その他

の基準による審査

にあっては19,000

円 

 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては9,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

19,000円 

１申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

38,000円 

同 
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申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

 

 

 

55,000円 

 

 

 

 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

もの 

 

 

 

78,000円 

 

 

 

 

同 

(3) 共同住宅等の共用部分に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

60,000円 同 

(4) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（低炭素市基準による

審査を行う場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

124,000円 同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては27,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

55,000円 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

もの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては40,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

78,000円 

同 

(3) 共同住宅等

の共用部分に

係るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

60,000円 同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

76,000円 同 

(4) 共同住宅等

の住戸部分及

び共用部分以

外の部分に係

るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては48,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

124,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては61,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

同 
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(5) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（低炭素市基準による

審査を行う場合に限る。） 

 

48,000円 同 

(6) その他の建

築物 対象床

面積につき右

に掲げる区分

に応じた金額 

３００平方メ

ートル以内の

もの（低炭素

市基準による

審査を行う場

合に限る。） 

124,000円 同 

３００平方メ

ートル以内の

もの（低炭素

市基準による

審査を行う場

合を除く。） 

48,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（低炭

素市基準によ

る審査を行う

場合に限る。） 

156,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（低炭

素市基準によ

る審査を行う

場合を除く。） 

61,000円 同 

建 １ 複数棟認定の他の建築 【略】 【略】 【略】 

156,000円 

(5) その他の建

築物 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては48,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

124,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては61,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

156,000円 

124,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000円 

156,000円 

61,000円 

同 

(6) その他の建

築物 対象床面

積につき右に掲

げる区00  

【略】 １ 複数棟認定の他の建築 【略】 【略】 【略】 
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築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

に

係

る

適

合

性

の

判

定 

物（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下この表にお

いて「建築物省エネ法」と

いう。）第３５条第１項の

認定を、同法第３４条第

３項各号に掲げる事項を

記載して受けた場合の、

同条第３項の他の建築物

をいう。以下同じ。）の場

合で、特定建築物（同法第

１１条に規定する特定建

築物をいう。以下この部

から建築物のエネルギー

消費性能に係る適合性の

判定に係る軽微変更に該

当する証明の申請の部ま

で に お い て 同 じ 。 ）

の非住宅部分（同法第

１１条に規定する非住宅

部分をいう。以下この部

から建築物のエネルギー

消費性能に係る適合性の

判定に係る軽微変更に該

当する証明の申請の部ま

でにおいて同じ。） 対象

床面積につき右に掲げる

区分に応じた金額 

【略】 【略】 【略】 

２ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

物（建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する

法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省エ

ネ法」という。）第３５条

第１項の認定を、同法第

３４条第３項各号に掲げ

る事項を記載して受けた

場合の、同条第３項の他の

建築物をいう。以下同じ。）

の場合で、特定建築物（同

法第１１条に規定する特

定建築物をいう。以下この

部から建築物のエネルギ

ー消費性能に係る適合性

の判定に係る軽微変更に

該当する証明の申請の部

までにおいて同じ。）の非

住宅部分（同法第１１条に

規定する非住宅部分をい

う。以下この部から建築物

のエネルギー消費性能に

係る適合性の判定に係る

軽微変更に該当する証明

の申請の部までにおいて

同じ。） 対象床面積につ

き右に掲げる区分に応じ

た金額 

 

【略】 【略】 【略】 

２ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

略
】 
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【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

３ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【
略
】 

       

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

３ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

建 １ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

３ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

建

築

物

の

エ

ネ 

１ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２ 【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

３ 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】略】 １ 【略】 【略】 【略】 【略】 
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築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

計

画

に

係

る

認

定

の

申

請 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 向 上

計 画 に

係 る 技

術 的 審

査 適 合

証 を 添

付 し な

い 場 合 

(1) 一戸建ての住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,000円 １戸につき１件と

する。 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

37,000円 

 

 

 

 

１申請を１件とす

る。 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  その

他 の 場

合 

(1) 一戸建ての住宅 建築物省エネ法第

３５条第１項第１

号に規定する建築

物エネルギー消費

性能誘導基準のう

ち市長が別に定め

るもの（以下この 

１戸につき１件とす

る。 

 項において単に

「市長が定める基

準」という。）に

よる審査にあって

は18,000円、その

他の基準による審

査 に あ っ て は

37,000円 

 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

37,000円 

１申請を１件とす

る。 

略
】 
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申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

75,000円 

 

 

 

 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

106,000円 

 

 

 

 

同 

申 請 戸 数 が

１１戸以上の

もの 

 

 

 

150,000円 

 

 

 

 

同 

(3) 共同住宅等の共用部分に

係るもの 

 

 

 

 

 

 

118,000円 同 

(4) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（建築物省エネ基準省

令第１０条第１号イ(１)及

びロ(１)に規定する基準（以

246,000円 同 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては35,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

75,000円 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては51,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

106,000円 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

もの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては75,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

150,000円 

同 

(3) 共同住宅等

の共用部分に

係るもの 

 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

118,000円 同 

 床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

149,000円 同 

(4) 共同住宅等

の住戸部分及

び共用部分以

外の部分に係

るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては94,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

同 
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下「非住宅性能誘導１基準」

という。）による審査を行う

場合に限る。） 

 

 

 

 

(5) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（建築物省エネ基準省

令第１０条第１号イ(２)及

びロ(２)に規定する基準（以

下「非住宅性能誘導２基準」

という。）による審査を行う

場合に限る。） 

94,000円 同 

(6) その他の建

築物 対象床

面積につき右

に掲げる区分

に応じた金額 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能誘導１基

準による審査

を行う場合に

限る。） 

246,000円 同 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能誘導２基

準による審査

を行う場合に

限る。） 

94,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

309,000円 同 

246,000円 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては120,000円、

その他の基準によ

る審査にあっては

309,000円 

同 

(5) その他の建

築物 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては94,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

246,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては120,000円、

その他の基準によ

る審査にあっては

309,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 
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るもの（非住

宅性能誘導１

基準による審

査を行う場合

に限る。） 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（非住

宅性能誘導２

基準による審

査を行う場合

に限る。） 

120,000円 同 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

計

画

１【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 向 上

計 画 に

係 る 技

術 的 審

査 適 合

(1) 一戸建ての住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000円 １戸につき１件と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
略
】 

１【略】 【略】  【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  その

他 の 場

合 

(1) 一戸建ての住宅 建築物省エネ法第

３５条第１項第１

号に規定する建築

物エネルギー消費

性能誘導基準のう

ち市長が別に定め

るもの（以下この

項において単に

「市長が定める基

１戸につき１件とす

る。 
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に

係

る

変

更

認

定

の

申

請 

証 を 添

付 し な

い 場 合 

 

 

 

 

 

 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

 

 

 

 

19,000円 １申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

 

 

 

38,000円 同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

 

 

 

55,000円 

 

 

 

 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

もの 

 

 

 

78,000円 

 

 

 

 

同 

(3) 共同住宅等の共用部分に 60,000円 同 

準」という。）に

よる審査にあって

は9,000円、その

他の基準による審

査 に あ っ て は

19,000円 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１

戸のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては9,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

19,000円 

１申請を１件とす

る。 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

38,000円 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては27,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

55,000円 

同 

申請戸数が１

１戸以上のも

の 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては40,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

78,000円 

同 

(3) 共同住宅等床面積の合計 60,000円 同 
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係るもの 

 

 

 

 

 

 

(4) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（非住宅性能誘導１基

準による審査を行う場合に

限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

124,000円 同 

(5) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（非住宅性能誘導２基

準による審査を行う場合に

限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

48,000円 同 

の共用部分に

係るもの 

が３００平方

メートル以内

のもの 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

76,000円 同 

(4) 共同住宅等

の住戸部分及

び共用部分以

外の部分に係

るもの 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては48,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

124,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては61,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

156,000円 

同 

(5) その他の建

築物 

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては48,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

124,000円 

同 

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては61,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては

156,000円 
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(6) その他の建

築物 対象床

面積につき右

に掲げる区分

に応じた金額 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能誘導１基

準による審査

を行う場合に

限る。） 

124,000円 同 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能誘導２基

準による審査

を行う場合に

限る。） 

48,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（非住

宅性能誘導１

基準による審

査を行う場合

に限る。） 

156,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（非住

宅性能誘導２

基準による審

査を行う場合

に限る。） 

61,000円 同 

建

築

物

１【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【
略
】 

１【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 
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の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

に

係

る

認

定

の

申

請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

２  建 築

物 エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 に 係

る 技 術

的 審 査

適 合 証

を 添 付

し な い

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一戸建ての住宅（建築物省

エネ基準省令第１条第１項

第２号イ(1)及びロ(1)に規

定する基準（以下「住宅性能

１基準」という。）による審

査を行う場合に限る。） 

37,000円 １戸につき１件と

する。 

(2) 一戸建て住宅（建築物省エ

ネ基準省令第１条第１項第

２号イ(2)及び(3)並びにロ

(2)及び(3)に規定する基準

（以下「住宅性能２基準」と

いう。）による審査を行う場

合に限る。） 

 

18,000円 同 

(3) 共同住宅等

の住戸部分 

 

 

 

 

申請戸数が１

戸のもの（住

宅性能１基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

37,000円 １申請を１件とす

る。 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 

【略】 【略】 【略】 【略】 

 【略】 【略】 

２  その

他 の 場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 一戸建ての住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物省エネ法第

２条第１項第３号

に規定する建築物

エネルギー消費性

能基準及び同法第

３５条第１項第１

号に規定する建築

物エネルギー消費

性能誘導基準のう

ち市長が別に定め

るもの（以下この

項において単に

「市長が定める基

準 」 と い う 。）

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては 

37,000円 

１戸につき１件とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 共同住宅等

の住戸部分 

申請戸数が１戸

のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては18,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては 

37,000円 

１申請を１件とす

る。 
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申請戸数が１

戸のもの（住

宅性能２基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

18,000円 同 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの（住

宅性能１基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

75,000円 同 

申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの（住

宅性能２基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

35,000円 

 

 

 

 

 

 

同 

 

 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以 下 の も の

（住宅性能１

基準による審

査を行う場合

に限る。） 

106,000円 

 

 

 

 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以 下 の も の

（住宅性能２ 

51,000円 

 

 

 

同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請戸数が２

戸以上５戸以

下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては35,000円、そ 

の他の基準による

審査にあっては 

75,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 

申請戸数が６

戸以上１０戸

以下のもの 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては51,000円、そ 

の他の基準による 

同 
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基準による審

査を行う場合

に限る。） 

 

申請戸数が

１１戸以上の

もの（住宅性

能１基準によ

る審査を行う

場合に限る。） 

150,000円 

 

 

 

 

同 

申請戸数が

１１戸以上の

もの（住宅性

能２基準によ

る審査を行う

場合に限る。） 

75,000円 

 

 

 

 

同 

(4) 共同住宅等の共用部分に

係るもの 

118,000円 同 

 

 

 

 

 

 

(5) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（非住宅性能２基準に

よる審査を行う場合に限

る。） 

246,000円 同 

(6) 共同住宅等の住戸部分及

び共用部分以外の部分に係

るもの（非住宅性能１基準に

94,000円 同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査にあっては 

106,000円 

申 請 戸 数 が

１１戸以上の

もの 

 

市長が定める基準

による審査にあっ

ては75,000円、そ

の他の基準による

審査にあっては 

150,000円 

 

 

 

 

 

 

同 

 

 

 

(3) 共同住宅等

の共用部分に

係るもの 

 

 

 

 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

118,000円 

 

同 

床面積の合計が

３００平方メー

トルを超えるも

の 

149,000円 

 

同 

 

 

 

(4) 共同住宅等

の住戸部分及

び共用部分以

外の部分に係

るもの 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

建築物省エネ基準

省令第１条第１項

第１号イに規定す

る基準による審査

に あ っ て は 、 

246,000円、同号

ロに規定する基準

による審査にあっ

同 
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よる審査を行う場合に限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) その他の建

築物 対象床

面積につき右

に掲げる区分

に応じた金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能２基準に

よる審査を行

う 場 合 に 限

る。） 

246,000円 同 

３００平方メ

ートル以内の

もの（非住宅

性能１基準に

よる審査を行

う 場 合 に 限

る。） 

94,000円 同 

３００平方メ

ートルを超え

るもの（非住

宅性能２基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

309,000円 同 

 ては94,000円 

 床面積の合計が

３００平方メー

トルを超えるも

の 

建築物省エネ基準

省令第１条第１項

第１号イに規定す

る基準による審査

に あ っ て は 、 

309,000円、同号

ロに規定する基準

による審査にあっ

ては120,000円 

同 

(5) その他の建

築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３００平方メ

ートル以内の

もの 

 

 

 

 

 

 

 

建築物省エネ基準

省令第１条第１項

第１号イに規定す

る基準による審査

に あ っ て は 、 

246,000円、同号

ロに規定する基準

による審査にあっ

ては94,000円 

同 

 ３００平方メ

ートル以内の

もの 

建築物省エネ基準

省令第１条第１項

第１号イに規定す

る基準による審査

に あ っ て は 、 

309,000円、同号

ロに規定する基準

同 
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３００平方メ

ートルを超え

るもの（非住

宅性能１基準

による審査を

行う場合に限

る。） 

 

120,000円 

 

 

 

 

同 

 

 

 

 

【
略
】 

 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

 

 

     

【
略
】 

 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

 

による審査にあっ

ては120,000円 

 

 

 

 

 

 
【
略
】 

 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

  

     

【
略
】 

 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

 

備考 

 １及び２     【略】 

 ３ 次の各号に掲げる建築物の建築確認の申請等の部第３項の申請に係る対象床面積の

算定及び手数料は、次のように取り扱うものとする。 

  (1)から(3)まで 【略】 

  (4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第３項又は第１３条第

４項の規定による適合判定通知書の交付を受けた場合 適合判定通知書の交付を受

けた特定建築物（建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定の部第１項にお

いて規定する「特定建築物」をいう。以下この号において同じ。）１棟ごとに、次の

表の左欄に掲げる特定建築物の部分の区分及び同表中欄に掲げる床面積の区分に応

じ、それぞれ同表右欄に掲げる額と建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判

定の部から建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の部までに掲げる手数料

の額とを合わせた額 

【略】 

４ 次の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請に係

る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

  (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３５条第２項の規定により申

し出る場合 建築物の建築確認の新生党の部第１項に係る申請の手数料の額と建築

物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請の部に掲げる手数料の額とを

合わせた額 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる

備考 

 １及び２     【略】 

 ３ 【略】次の各号に掲げる建築物の建築確認の申請等の部第３項の申請に係る対象床

面積の算定及び手数料は、次のように取り扱うものとする。 

  (1)から(3)まで 【略】 

  (4) 建築物省エネ法のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第３項又は第

１３条第４項の規定による適合判定通知書の交付を受けた場合 適合判定通知書の

交付を受けた特定建築物（建築物のエネルギー消費性能に係る適合性の判定の部第

１項において規定する「特定建築物」をいう。以下この号において同じ。）１棟ごと

に、次の表の左欄に掲げる特定建築物の部分の区分及び同表中欄に掲げる床面積の

区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額と建築物のエネルギー消費性能に係る適

合性の判定の部から建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の部までに掲げ

る手数料の額とを合わせた額 

【略】 

４ 【略】次の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請

に係る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

  (1) 建築物省エネ法のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３５条第２項の規定

により申し出る場合 建築物の建築確認の新生党の部第１項に係る申請の手数料の額と建

築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請の部に掲げる手数料 

    

(2) 建築物省エネ法のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号
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事項を記載する場合 申請に係る建築物と複数棟認定の他の建築物につき、それぞ

れ建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請の部に掲げる区分に

応じた金額を合わせた額 

５ 次の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申請

に係る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第２項において準用

する同法第３５条第２項の規定により申し出る場合 建築物の建築確認の申請等

の部第１項に係る申請の手数料の額と建築物のエネルギー消費性能の向上計画に

係る変更認定の申請の部に掲げる手数料の額とを合わせた額 

 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる

事項を新たに建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新

たに追加する場合であって次号に掲げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物

と新たに追加する他の建築物につき、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上

計画に係る変更認定の申請の部に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせ

た額 

 (3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる

事項を新たに建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新

たに追加する場合であって次号に掲げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物

と新たに追加する他の建築物につき、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上

計画に係る変更認定の申請の部に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせ

た額 

 (4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる

事項を新たに建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物のみ

を追加する場合に限る。） 新たに追加する他の建築物につき、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上計画に係る認定の申請の部に掲げる当該建築物の区分に応じた

金額 

６ 【略】 

に掲げる事項を記載する場合 申請に係る建築物と複数棟認定の他の建築物につ

き、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請の部に掲げ

る区分に応じた金額を合わせた額 

５ 【略】の各号に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る変更認定の申

請に係る手数料は、次のように取り扱うものとする。 

 (1) 建築物省エネ法のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３６条第２項におい

て準用する同法第３５条第２項の規定により申し出る場合 建築物の建築確認の申

請等の部第１項に係る申請の手数料の額と建築物のエネルギー消費性能の向上計画

に係る変更認定の申請の部に掲げる手数料の額とを合わせた額 

 (2) 建築物省エネ法ー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項

を新たに建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新たに

追加する場合であって次号に掲げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物と新

たに追加する他の建築物につき、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上計画

に係る変更認定の申請の部に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせた額 

 

 (3) 建築物省エネ法                第３４条第３項各号に掲げる

事項を新たに建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物を新

たに追加する場合であって次号に掲げる場合を除く。） 変更の申請に係る建築物

と新たに追加する他の建築物につき、それぞれ建築物のエネルギー消費性能の向上

計画に係る変更認定の申請の部に掲げる当該建築物の区分に応じた金額を合わせた

額 

 (4) 建築物省エネ法 

  消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げる事項を新たに建築物エネル

ギー消費性能向上計画に記載する場合（他の建築物のみを追加する場合に限る。） 新た

に追加する他の建築物につき、建築物のエネルギー消費性能の向上計画に係る認定の申請 

 ６ 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和６年３月１日から、第２条の規定は令和６年４月１日か

ら施行する。 
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議案第２５号関係資料 

御殿場市婦人相談員設置条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

御殿場市婦人相談員設置条例 御殿場市女性相談支援員設置条例 

（設置） （設置） 

第１条 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号。以下「法」という。）第３５条第２項

の規定により、本市に婦人相談員を置く。 

第１条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号。以下「法」

という。）第１１条第２項の規定により、本市に女性相談支援員を置く。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２６号関係資料 

御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の新旧対照表 

旧 新 

  

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償及び介護補

償を除き、補償基礎額を基礎として行う。 

第５条 【略】 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２   【略】 

(1)     【略】 (1)  

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以下「消

防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した

ことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

８，９００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して

公正を欠くと認められるときは、１万４，２００円を超えない範囲内においてこれを

増額した額とすることができる。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者（以下「消

防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又

は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事した

ことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

９，１００円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して

公正を欠くと認められるときは、１万４，２００円を超えない範囲内においてこれを

増額した額とすることができる。 

３及び４   【略】 ３及び４ 

  

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年

未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，４４０円 １３，３２０円 【略】 

分団長及び副分団長 １０，６７０円 １１，５５０円 １２，４４０円 

部長、班長及び団員 ８，９００円 ９，７９０円 １０，６７０円 
 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年

未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，５００円 １３，３５０円  

分団長及び副分団長 １０，８００円 １１，６５０円 １２，５００円 

部長、班長及び団員 ９，１００円 ９，９５０円 １０，８００円 
 

備考  備考 

１及び２ 【略】 １及び２ 
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    附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の御殿場市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表

の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた御殿場市消防団員等公務

災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日

前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病

補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償

年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生

じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の

期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


